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１ 

 

 
 
 

入
管
施
設
に
お
け
る
長
期
収
容
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

入
管
施
設
に
お
け
る
長
期
収
容
問
題
に
関
し
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
作
成
の
令
和
元
年
十
月
一
日
付
け
「
送
還
忌
避
者
の

実
態
に
つ
い
て
」
に
関
し
、
以
下
の
客
観
的
数
字
等
が
あ
れ
ば
送
還
忌
避
者
の
実
態
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
考
え
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

難
民
認
定
申
請
者
の
収
容 

 
 

出
入
国
在
留
管
理
庁
が
発
表
し
た
令
和
元
年
十
月
一
日
付
け
「
送
還
忌
避
者
の
実
態
に
つ
い
て
」
と
い
う
資
料
で
、
難
民

認
定
申
請
者
が
「
送
還
忌
避
者
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

１ 

二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
八
年
の
十
年
間
に
難
民
の
認
定
を
受
け
た
人
た
ち
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
年
ご
と
に
、
次
の
①
、
②
の
各
人
数
を
回
答
さ
れ
た
い
。 

 
 

① 

難
民
の
認
定
を
受
け
た
時
点
で
退
去
強
制
令
書
発
付
を
受
け
て
い
た
者
で
、
難
民
認
定
申
請
を
複
数
回
し
て
い
た

者
、
ま
た
は
、
初
回
難
民
認
定
申
請
だ
っ
た
者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
。 

 
 

② 

難
民
の
認
定
を
受
け
た
時
点
で
退
去
強
制
令
書
発
付
を
受
け
て
い
な
い
者
で
、
難
民
認
定
申
請
を
複
数
回
し
て
い
た

者
、
ま
た
は
、
初
回
難
民
認
定
申
請
だ
っ
た
者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
。 



 

２ 

 

 
２ 

難
民
の
認
定
を
受
け
た
時
点
で
退
去
強
制
令
書
発
付
を
受
け
て
い
た
者
と
受
け
て
い
な
い
者
の
合
計
人
数
の
中
に
、
一

時
庇
護
上
陸
許
可
申
請
不
許
可
処
分
を
受
け
た
者
が
い
る
か
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
場
合
、
年
別
に
人
数
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
八
年
の
十
年
間
に
入
管
法
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
の
在
留
特
別
許
可
を
受
け
た
人
た

ち
（
た
だ
し
難
民
の
認
定
を
受
け
た
者
は
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
年
ご
と
に
、
次
の
①
、
②
の
各
人
数
を
回
答
さ
れ
た

い
。 

 
 

① 

在
留
特
別
許
可
を
受
け
た
時
点
で
退
去
強
制
令
書
発
付
を
受
け
て
い
た
者
で
、
難
民
認
定
申
請
を
複
数
回
し
て
い
た

者
、
ま
た
は
、
初
回
難
民
認
定
申
請
だ
っ
た
者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
。 

 
 

② 

在
留
特
別
許
可
を
受
け
た
時
点
で
退
去
強
制
令
書
発
付
を
受
け
て
い
な
い
者
で
、
難
民
認
定
申
請
を
複
数
回
し
て
い

た
者
、
ま
た
は
、
初
回
難
民
認
定
申
請
だ
っ
た
者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
。 

 

４ 

在
留
特
別
許
可
を
受
け
た
時
点
で
退
去
強
制
令
書
発
付
を
受
け
て
い
た
者
で
、
初
回
難
民
認
定
申
請
だ
っ
た
者
の
中

に
、
仮
滞
在
不
許
可
処
分
を
受
け
た
者
が
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
場
合
、
年
別
に
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

空
港
で
難
民
認
定
申
請
を
し
た
者
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
１ 

出
入
国
在
留
管
理
庁
が
発
表
し
た
令
和
元
年
十
月
一
日
付
け
「
送
還
忌
避
者
の
実
態
に
つ
い
て
」
三
ペ
ー
ジ
の
、
送
還

忌
避
被
収
容
者
の
中
の
右
側
円
グ
ラ
フ
の
、
難
民
認
定
申
請
歴
の
有
る
者
の
う
ち
「
退
令
発
付
前
初
め
て
（
難
民
認
定
）

申
請
」
し
た
百
五
十
七
人
の
う
ち
、
地
方
入
国
管
理
局
な
い
し
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
の
、
空
港
に
所
在
す
る
支
局
で

難
民
認
定
申
請
し
た
人
数
を
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

同
三
ペ
ー
ジ
の
、
空
港
に
所
在
す
る
支
局
で
、
退
令
発
付
前
初
め
て
難
民
認
定
申
請
を
し
た
人
た
ち
は
、
平
成
三
十
年

二
月
二
十
八
日
法
務
省
入
国
管
理
局
長
「
被
退
去
強
制
令
書
発
付
者
に
対
す
る
仮
放
免
措
置
に
係
る
適
切
な
運
用
と
動
静

監
視
強
化
の
更
な
る
徹
底
に
つ
い
て
（
指
示
）
」
（
法
務
省
管
警
第
四
三
号
）
に
お
い
て
、
「
仮
放
免
を
許
可
す
る
こ
と

が
適
当
で
な
い
者
」
に
あ
た
る
の
か
。 

 
 
 

あ
た
る
場
合
、
「
殺
人
、
強
盗
、
人
身
取
引
者
、
わ
い
せ
つ
、
薬
物
事
犯
等
、
反
社
会
的
で
重
大
な
罪
に
よ
り
罰
せ
ら

れ
た
者
」
「
難
民
認
定
制
度
の
悪
質
な
濫
用
事
案
と
し
て
在
留
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
者
」
「
仮
放
免
の
条
件
違
反
の
お

そ
れ
又
は
仮
放
免
事
由
の
消
滅
に
よ
り
、
仮
放
免
許
可
期
間
が
延
長
不
許
可
と
な
り
再
収
容
さ
れ
た
者
」
等
、
指
示
に
挙

げ
ら
れ
た
類
型
別
に
把
握
し
て
い
る
か
、
把
握
し
て
い
る
場
合
、
該
当
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

令
和
元
年
十
月
一
日
付
け
「
送
還
忌
避
者
の
実
態
に
つ
い
て
」
二
ペ
ー
ジ
の
「
過
去
に
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
」
三
百
六



 

４ 

 

十
六
人
に
つ
い
て 

 

① 
同
三
百
六
十
六
人
の
う
ち
、
実
刑
を
受
け
た
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

② 

同
三
百
六
十
六
人
の
う
ち
、
実
刑
判
決
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
執
行
猶
予
判
決
を
受
け
た
人
数
を
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

③ 

同
三
百
六
十
六
人
の
う
ち
、
交
通
事
犯
だ
け
の
人
数
を
回
答
さ
れ
た
い
。 

四 

一
～
三
を
踏
ま
え
、
送
還
忌
避
被
収
容
者
と
、
日
本
人
成
人
と
で
過
去
に
刑
事
被
告
人
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
数
を
比

較
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
あ
れ
ば
そ
の
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
比
較
し
た
こ
と
が
無
い
場
合
、
比
較
す
べ
き
と
考
え

る
が
政
府
の
考
え
如
何
。
そ
の
よ
う
な
統
計
が
な
け
れ
ば
、
日
本
人
成
人
の
、
過
去
に
刑
事
被
告
人
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る

人
数
の
概
数
を
、
根
拠
統
計
と
共
に
示
す
こ
と
で
も
よ
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


